
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長に伴う利用制限について 

令和３年2月 3日 

ご利用の皆さまへ 

 

日頃より、豊田市青少年センターをご利用いただき誠にありがとうございます。 

２月 3 日、豊田市の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長が決定しました。これにより、豊田

市青少年センターでは、２/７（日）を延長し、3/７（日）まで以下の対応を取ることが決定いたしまし

た。 

なお、ご利用の際には新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒、来館前の

検温等、以前よりお願いしています事項及び 3密の回避に改めてご協力をお願いします。 

 

１ 利用人数の制限 

  施設利用定員の５０％を上限とする。  

施設名 施設利用定員 規制による定員 

交流室 １５０人 ７５人 

会議室A ６０人 ３０人 

会議室B ４０人 ２０人 

会議室C ４０人 ２０人 

談話室D １２人 ６人 

談話室 E １２人 ６人 

談話室 F １２人 ６人 

和室 ２４人 １２人 

軽運動室① ２５人 １２人 

軽運動室② １５人 ７人 

音楽室 ２０人 １０人 

   ※「フリー開放」は机１に対して１人とします。 

 

 ２ 利用時間の制限 

   午後５時～午後９時３０分 ⇒ 午後５時～午後８時 

（夜間区分の利用時間を変更する） 

    ※ロビーの利用時間も同様に午後８時まで 



  

 ３ 使用料の設定 

   規則に定める利用区分の使用料から短縮後の利用時間に係る使用料を差し引いた額に減額する。

（夜間区分の利用時間短縮に係る使用料を減額） 

   また、既に納付された使用料は減額分を還付する。 

施設名 夜間区分使用料 減額後の使用料 

交流室 ４，４００円 ３，３００円 

会議室A ２，２００円 １，６５０円 

会議室B １，６００円 １，２００円 

会議室C １，６００円 １，２００円 

談話室D ６００円 ４５０円 

談話室 E ６００円 ４５０円 

談話室 F ６００円 ４５０円 

和室 １，１００円 ８２０円 

軽運動室① ２，０００円 １，５００円 

軽運動室② １，４００円 １，０５０円 

音楽室 ２，４００円 １，８００円 

  ※定員削減に伴う減額措置はありません。 

 

４ 利用の取消し 

  今回の措置に伴い、または新型コロナウイルス感染防止を目的として施設利用予約を取り消す場合

は、豊田市青少年センター（TEL0565-32-6296）へご連絡ください。 

 

５ 対象期間 

令和３年 2月 7日（日）を延長し、3月７日（日）まで 

※国・県の方針によっては変更される可能性もあります。 

 

その他 

  感染拡大防止のため、豊田市内在住・在学・在勤の方以外のご利用はお控えくださいますようお願い

いたします。 

 

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いたします。 


